
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
一
号

国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
を
指
定
す
る

省
令

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二

号
）
第
四
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康

保
険
法
第
四
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
す
る
法
人
を
指
定
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十

二
号
）
第
四
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

臣
が
指
定
す
る
法
人
と
し
て
次
の
者
を
指
定
す
る
。

名
称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

指

定

の

日

公
益
社
団
法
人
国
民
健
康
保
険

中
央
会
（
昭
和
三
十
四
年
一
月

一
日
に
社
団
法
人
国
民
健
康
保

険
中
央
会
と
い
う
名
称
で
設
立

さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）

東
京
都
千
代
田

区
永
田
町
一
丁

目
十
一
番
三
十

五
号

昭

和

五

十

九

年

十

月

一

日

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

九
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団

法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
五
月
一
日
厚
生
労
働
省

令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
四

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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